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第３４回定例会会議録 

 

 

 

１ 日  時   令和４年３月１日（火） 

              午後４時００分 開会 

午後５時３５分 閉会 

  

２ 場  所   選挙管理委員会室 

 

３ 出 席 者    委 員 長    山 内   彰 

委員長職務代理  市 川 康 憲 

委   員  岡 部 健 一 

委   員  渡 邊   洋 

事 務 局 長  渡 邉 謙 吉 

次   長  織 田 健 一 

選挙担当係長  小 牧 正 季 

主   査  佐 藤 知 洋 

              

４ 議  題   別紙議題のとおり 

 

５ 議事経過   裏面のとおり 

 

６ 特記事項   なし 

 

 

 

 

 

 

作 成 令和４年３月１日 

作成者 佐 藤 知 洋 

 

 

 

 



議 事 録 
 
１ 協議事項 
（１）選挙人名簿の登録及び抹消について、事務局長より説明し、資料Ｎｏ．１

のとおり決定した。また、公職選挙法第２８条第４号の規定により抹消
した者について、告示することとした。なお、職務代理より、登録すべ
きでなかった者はどのように判明するのか質問があり、事務局長より、
本規定に該当する者は転出届を遡って届出しており、転入先の自治体か
らの通知によって判明する旨説明した。 

（２）在外選挙人名簿の登録及び抹消について、事務局長より説明し、資料 
Ｎｏ．２のとおり決定した。 

（３）令和４年３月１日調製の選挙人名簿登録者数の５０分の１の数等につい
て、事務局長より説明し、資料Ｎｏ．３のとおり決定した。 

（４）選挙人名簿の抄本及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表について、
事務局長より説明し、資料Ｎｏ．４のとおり決定した。 

（５）世田谷区選挙管理委員会会計年度任用職員の報酬の額に関する告示につ
いて、資料Ｎｏ．５のとおり決定し、告示することとした。 

 
２ 報告事項 
（１）事務局職員の退職について、資料Ｎｏ．６のとおり報告した。なお、委

員長より、職員の補充有無について質問があり、事務局長より、年度中
の補充は無く、年度末までは欠員のままで運営する旨説明した。 

 
３ その他 
（１）委員会等の日程について、資料Ｎｏ．７のとおり令和４年５月の日程を

新たに決定した。 
（２）第３２回定例会において提案のあった意見交換について、事務局長より、

委員会の会議録については、開示対象となるものであり、今後ホームペ
ージなどで公表することを念頭に見直し改善を図ってきた。そのため、
公表要否、会議録に発言者名を記載するか否か及び公表する文書につい
て委員会のご意見をいただきたい旨説明した。 
また、委員長の任期について、委員長が１年交代している自治体は、委
員会規程に委員長の交代に関する規定の明記はなく、委員長が役職を辞
することで１年交代とする運用を慣例として行っているものであり、こ
のことに議会も異論を唱えていない、すなわち承知されているものと解
される旨説明した。事務局長の説明を受け、以下のとおり各委員で意見
交換を行った。 

   ＜会議録の公表等について＞ 
・会議録の公表については、全員賛成であり、各発言者名の表記につい
ては、議論の活発化の観点から「委員」とのみ表記し、会議録の原本
については、各委員名を表記とする意見と、各発言者名を表記した形
で公表する意見とに分かれた。 
なお、公表文書については、会議録・議事録のみとし、議題及び資料
については、公表しない取扱いとする案が示された。 

   ・会議録の内容については、事務局の負担が大幅に増えない程度とし、
要点筆記の形式とする案が示された。 

・会議録の署名については、従前どおり委員長のみが１ヵ月分をまとめ
て署名することとし、翌月最初の委員会にて全委員が確認したものを
翌月２回目の委員会にて、委員長が署名する案が示された。 

   ＜委員長の任期について＞ 
   ・議会で選挙され、その得票を考慮して委員長を選任することを是とし

てきた今日までの経過があるため、その対応を変えることなく現在の
規程のとおり、委員の任期によるものとすべきであるという意見と、



委員長を１年交代とすることで、委員の立場がより公平性が保たれる
という意見に分かれた。 

   ＜世田谷区選挙管理委員会規程の改正について＞ 
   ・上記の会議録や委員長の任期を含めて、解釈できない条文がある場合

は改正すべきである。 
   ・実態と規程の内容を整理のうえ、委員会で議論し、公に説明できるよ

うにすることが望ましい。 
上記の意見を踏まえ、会議録の公表については、次回第３５回定例会に
おいて、今回決定した事項を含め議決することとなった。 
なお、議決で同数となった場合は、地方自治法１９０条に基づき、委員
長が決することとした。また、委員長の任期等を含む選挙管理委員会規
程の改正要否等についても、区の法規担当に照会するとともに今後の委
員会において規程の内容及び解釈について整理・議論を重ねることとな
った。 

（３）次回第３５回定例会については、令和４年３月１８日（金）午前１０時
から開催すること及び主な議題について確認した。 

 



令和４年３月１日 
 
 

第３４回定例会議題 
 
 

１ 協議事項 
 

（１）選挙人名簿の登録及び抹消について（資料Ｎｏ．１） 

 

（２）在外選挙人名簿の登録及び抹消について（資料Ｎｏ．２） 

 

（３）令和４年３月１日調製の選挙人名簿登録者数の５０分の１の数等について 

（資料Ｎｏ．３） 
 

（４）選挙人名簿の抄本及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表について 

（資料Ｎｏ．４） 

 

（５）会計年度任用職員の報酬額の決定及び告示について 

（資料Ｎｏ．５） 
 
 

２ 報告事項 

 

（１）事務局職員の退職について（資料Ｎｏ．６） 
 
 

３ その他 

 

（１）委員会等の日程について（資料Ｎｏ．７） 

 

（２）第３２回定例会において提案のあった意見交換について 

 

（３）その他 
 
 
 
 
 
 
 

◆次回定例会等の日程・・・・出席者・開催時間にご注意ください。 

３月１８日（金） 全委員  午前１０時００分～ 選挙管理委員会室 

第３５回定例会 

【主な議題（予定）】 

・明るい選挙推進協議会第６回役員会について 

・事務局職員の人事異動等（内示）について 


